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　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同時期に比べ 30％以上減少している中小事業者等に対して、
令和 3 年度課税の 1 年分に限り事業の用に供する家屋および償却資産に係る固定資産税を軽減します。

〈軽減の割合〉  令和 2 年 2 月から 10 月までの任意の連続する 3 カ月間の事業収入を前年の同期間と比較して、軽減の割合
を決定します。

 　・事業収入の減少率が 30％以上 50％未満 … 1/2 軽減
 　・事業収入の減少率が 50％以上……………… 全額軽減

〈申 請 方 法〉  市へ申告書を提出する前に、申告書の内容について、認定経営革新等支援機関等（※）の確認が必要です。
確認を受けた申告書に必要書類を添えて、税務課固定資産税係に提出してください。
※認定経営革新等支援機関等 … 税理士、会計士、中小企業診断士、商工会議所、商工会、青色申告会など

〈受 付 期 間〉 令和3年1月4日㈪～2月1日㈪　※必着

※ 認定経営革新等支援機関等、該当要件、申告書類など、詳しくは市ホームページまたは中小企業庁ホームページでご確
認ください。

市ホームページ▶▶▶ 中小企業庁ホームページ▶▶▶

【問い合わせ先】市税務課　固定資産税係　☎ 31-0610

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
固定資産税の軽減について

　

あなたの力が必要です。消防団で活躍してみませんか？
〈入団資格〉
　◆市内に居住または勤務している方　　　◆年齢 18歳以上の方

〈消防団とは〉
「自分たちの地域は自分たちで守る」という使命感のもと、職業を持ち
ながら地域の防災リーダーとして幅広い活動を行なっている、地域に密
着した団体です。
平常時には防災普及活動の担い手として、災害時には消火や警戒などの
活動を行なっています。

　あなたの力を益田市消防団で発揮してみませんか？
　入団をお待ちしています。

【問い合わせ先】　益田市消防団本部（☎ 31-0220）または、
　　　　　　　　近くにお住まいの消防団員まで　

全国消防操法大会（豊川分団）

女性も活躍しています


